
第２回ＨＰＶワクチン副反応被害判定調査会議事要旨 
 

医薬・生活衛生局 
 
〇議決日 平成２８年８月１５日 
 
〇参加調査員及び参考人 
 （調査員） 
 飯島 正文（座長）、水澤 英洋、三山 佐保子 
（参考人） 
朝比奈 昭彦、加島 陽二、佐伯 秀久、玉井 和哉、星 和彦、村脇 義和、 
山田 和男、熊谷 一秀、田山 二朗、當間 重人、山崎 力 

 
〇議事 
ＨＰＶワクチン副反応被害判定について 
・審議事例数 

   ２６例 
 
・審議結果 

（１）因果関係の判定等について原則として全ての調査員及び参考人の意

見が一致したもの。 
 ２６例 

 

（ア）請求どおり支給決定することが適当である。  ２例 
 

（イ）請求期間・内容の一部について支給決定することが適当である。 
（主な意見） 

① 一部の期間に行われた医療については、入院を要すると認めら

れる場合に必要な程度の医療に該当するかどうか判断できな

い、又は副反応とは別の症状に対する医療に該当するため不支

給とすることが適当である。 
 

 ６例 
 

（ウ）不支給決定することが適当である。 
（主な意見） 

① 疾病、障害又は死亡が医薬品の副反応により発現したと認めら

れないため、不支給とすることが適当である。 
② 判定不能のため、不支給とすることが適当である。 
③ 入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当す

るかどうか判断できないため、不支給とすることが適当であ

 １８例 
 

２例 
 

１１例 
５例 

 



 
以上 

る。 
 

 

（２）調査員及び参考人の意見が一致しない等により審議結果を得ること

ができなかったもの。 
 

 ０例 
 


